
新潟市タクシー事業者等緊急支援事業実施要綱 

 

   

（趣旨） 

第１条 この要綱は，新型コロナウイルス感染症の影響による公共交通利用者の減少下において，

原油価格や物価の高騰による事業への影響が大きい市内公共交通及び市内外への旅客輸送の維

持に努めたバス事業者やタクシー事業者を支援するため，予算の範囲内において新潟市タクシ

ー事業者等緊急支援事業支援金（以下「支援金」という。）を交付することについて，新潟市補

助金等交付規則に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号の定めるところによる。 

（１）乗合バス事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第３条第

１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。 

（２）貸切バス事業者 法第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をい

う。 

（３）タクシー事業者 法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をい

う。 

 

（支援金の交付対象） 

第３条 支援金の交付対象者は，令和４年３月３１日時点において法第４条の許可を受けており，

令和４年７月１日時点において，第２条各号に規定する事業を行う者のうち，次の各号のいずれ

かに該当する者とする。ただし，令和４年度新潟市旅行事業者緊急支援事業実施要綱に基づく支

援金の交付を受ける者は，この限りでない。 

（１）市内に本社又は営業所を持つ乗合バス事業者，若しくは市内に乗降可能な停留所（高速線

を除く。）を複数もつ乗合バス事業者 

（２）市内に本社又は営業所を持つ貸切バス事業者 

（３）市内に本社又は営業所を持つ（個人事業主においては住所をおく）タクシー事業者 

 

２ 市長は，前項の規定に該当するものであっても，暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成２４

年新潟市条例第６１号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。），暴力団員（同条

第３号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有する者である場合は，支援金を交付しない。 

 

（支援金の額） 

第４条 支援金の額は，次の各号に掲げる区分ごとに定める額とする。 



（１）乗合バス事業者 乗合バス事業者が本社及び営業所に令和４年７月１日時点で保有して

いる市内での乗合バス事業に供する車両数に１００，０００円を乗じて得た額とする。ただ

し，次に掲げる車両については算定する車両数から除く。 

ア 高速バス車両 

イ 新潟交通株式会社及び新潟交通観光バス株式会社の乗合バス事業に供する車両 

（２）貸切バス事業者 貸切バス事業者が市内の本社及び営業所に令和４年７月１日時点で保

有している貸切バス事業に供する車両数に１００，０００円を乗じて得た額 

（３）タクシー事業者 タクシー事業者が市内の本社及び営業所に令和４年７月１日時点で保

有しているタクシー事業に供する車両数に４０，０００円を乗じて得た額 

（４）第２条各号に規定する事業を複数行う事業者 本社及び営業所に令和４年７月１日時点

で保有している市内での乗合バス事業及び貸切バス事業に供する車両数に１００，０００円，

タクシー事業に供する車両数に４０，０００円をそれぞれ乗じて得た額とする。ただし，次

に掲げる車両については算定する車両数から除く。 

ア 高速バス車両 

イ 新潟交通株式会社及び新潟交通観光バス株式会社の乗合バス事業に供する車両 

２ 前項第１号，第２号及び第３号に規定する事業者のうち，第４号にも該当する事業者は，第

４号の規定を適用する。 

３ 令和３年１０月５日から令和４年３月３１日の期間において休車し続けている車両を除く。

４ 前条の交付対象となる事業者への支援金の交付は，同一事業者について１回限りとする。 

 

（申請方法） 

第５条 支援金の交付対象者であり支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は，新潟市タクシー事業者等緊急支援事業支援金交付申請書兼実績報告書(様式第１号，様式第

２号)に次に掲げる書類を添えて，令和４年８月３１日までに市長に提出しなければならない。 

（１）車両数一覧表（別表１，２）（令和４年７月１日時点で事業に供する車両数が分かるもの） 

（２）前号の車両数一覧表に記載された対象車両の自動車検査証の写し 

（３）支援金の振込先情報が確認できる通帳等の写し 

（４）新潟市制度用の納税証明書(申請日時点のもの） 

（５）その他市長が必要と認める書類 

 

（交付決定及び交付額確定通知） 

第６条 市長は，前条の規定により提出された申請書を受理したときは，その内容を審査し，交

付の可否を決定する。 

２ 市長は，前項の規定により支援金を交付すること又は交付しないことを決定したときは，申

請者に対し，新潟市タクシー事業者等緊急支援事業支援金交付（不交付）決定通知書兼支援金

確定通知書（様式第３号）により通知する。 



 

（交付決定の取消し） 

第７条 市長は，前条第２項の規定により支援金の交付を決定された申請者（以下「交付決定事

業者」 という。）が法令又は本要綱に違反し，又は偽りその他不正の手段により交付決定を

受けていることについて疑義が生じた場合は，交付決定事業者から報告若しくは資料の提出を

求め，又は職員をその本社，営業所等に赴かせ，帳簿書類その他の物件を調査させ，若しくは

関係者に質問させることができる。 

２ 市長は，前項の規定による調査等で交付決定事業者が法令又は本要綱に違反したこと，又は

偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが判明した場合は，支援金の交付決定の全

部又は一部を取り消すものとする。  

３ 市長は，前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合は，支援金交付決定取消通知

書（様式第４号）により，交付決定事業者に通知するものとする。 

 

（支援金の返還） 

第８条 前条の第３項による交付決定事業者は，当該取消しに係る部分について既に支援金の交

付を受けているときは，支援金返還命令書（様式第５号）に基づき，期日までに当該支援金を返

還しなければならない。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は，令和２年７月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和３年１０月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和４年７月１日から施行する。 

 



 

様式第１号（第５条関係） 

 

新潟市タクシー事業者等緊急支援事業支援金交付申請書兼実績報告書 

 

  年  月  日 

(宛先) 新潟市長       

所在地 〒 

 

法人名 

(個人の場合は法人名省略) 

代表者名                              

電話番号     （     ） 

 

 新潟市タクシー事業者等緊急支援事業実施要綱第５条の規定に基づき，支援金の交付を申請

するとともに，実績を報告します。 

 

１ 交付申請・実績報告額                     円  

 

 

２ 申請対象車両数  □乗合バス車両       両 

           □タクシー車両     両 

            

 

３ 実績報告 

 運 行 回 数 （ 輸 送 回 数 ） 

令 和 ４ 年 

４ 月 ５ 月 

乗合バス 回/月 回/月 

タクシー 回/月 回/月 

 

４ 添付書類 

（１）車両数一覧表（乗合バス・タクシー車両のみ）（別表１） 
  （２）別表１に記載された対象車両の自動車検査証の写し 

  （３）振込先情報が確認できる通帳等の写し 

（４）新潟市制度用の納税証明書  
 

 

   

【乗合バス・タクシー事業者用】 



 

 

様式第１号（第二面）（第５条関係） 

 

５ 支援金の振込先口座 
ふりがな  

口座名義 
 

振込先金融機関 

預金種別 口座番号 金融機関コード 店番号 

       

銀行 

金庫 

農協 

本店 

支店 

出張所 

普通 

当座 

       

 

６ 誓約事項 
 

（１）新潟市タクシー事業者等緊急支援事業支援金の申請に関する事項は事実に相違 

ありません。 

ア 申請時点において廃業していません。 

イ 申請内容に虚偽や不正が判明した場合，支援金を速やかに返還します。 

ウ 新潟市から報告，調査等の求めがあった場合は，これに応じます。 

エ 関係する法令等の規定を順守します。 

オ 私は，新潟市が本制度の範囲内において関係機関への届出や許可証などの確認の 

ため，当該機関に照会し，私の情報について開示を受けることに同意します。 

   カ 要綱第８条の規定により，交付決定の取消しに係る部分に関し既に交付された 

支援金の返還を命じられた場合は，定められた期限までに返還します。 

   キ 市長が必要があると認めた場合は，その求めに応じ，本制度に係るアンケート， 

報告，資料の提出，担当職員による現地調査等に協力します。 
 

（２）暴力団等の排除に関する事項 

私は暴力団員又は暴力団等と関係を有する者ではありません。また，必要に応じて， 

市が警察に照会する場合は，別途必要な書類の提出を行います。 
 

     年   月   日 
法 人 名                   

（個人の場合は法人名省略）                  

代 表 者 名                   

 

 

 

 

【乗合バス・タクシー事業者用】 
 



 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

新潟市タクシー事業者等緊急支援事業支援金交付申請書兼実績報告書 

 

  年  月  日 

(宛先) 新潟市長       

所在地 〒 

 

法人名 

(個人の場合は法人名省略) 

代表者名                              

電話番号     （     ） 

 

 新潟市タクシー事業者等緊急支援事業実施要綱第５条の規定に基づき，支援金の交付を申請

するとともに，実績を報告します。 

 

１ 支援金申請・実績報告額                     円   

 

                      

２ 申請対象車両数  貸切バス車両     両 

 

３ 実績報告 

 運 行 回 数 

令 和 ４ 年 

４ 月 ５ 月 

貸切バス 回/月 回/月 

 

４ 添付書類 

（１）車両数一覧表（貸切バス車両のみ）（別表２） 

  （２）別表２に記載された対象車両の自動車検査証の写し 

  （３）振込先情報が確認できる通帳等の写し 

  （４）新潟市制度用の納税証明書 
 

 

 

 

 

 

【貸切バス事業者用】 



 

 

 

様式第２号（第二面）（第５条関係） 

 

５ 支援金の振込先口座 
ふりがな  

口座名義 
 

振込先金融機関 

預金種別 口座番号 金融機関コード 店番号 

       

銀行 

金庫 

農協 

本店 

支店 

出張所 

普通 

当座 

       

 

６ 誓約事項 
 

（１）新潟市タクシー事業者等緊急支援事業支援金の申請に関する事項は事実に相違 

ありません。 

ア 申請時点において廃業していません。 

イ 申請内容に虚偽や不正が判明した場合，支援金を速やかに返還します。 

ウ 新潟市から報告，調査等の求めがあった場合は，これに応じます。 

エ 関係する法令等の規定を順守します。 

オ 私は，新潟市が本制度の範囲内において関係機関への届出や許可証などの確認の 

ため，当該機関に照会し，私の情報について開示を受けることに同意します。 

カ 要綱第８条の規定により，交付決定の取消しに係る部分に関し既に交付された 

支援金の返還を命じられた場合は，定められた期限までに返還します。 

キ 市長が必要があると認めた場合は，その求めに応じ，本制度に係るアンケート， 

報告，資料の提出，担当職員による現地調査等に協力します。 
 

 

（２）暴力団等の排除に関する事項 

私は暴力団員又は暴力団等と関係を有する者ではありません。また，必要に応じて， 

市が警察に照会する場合は，別途必要な書類の提出を行います。 
 

     年   月   日 
法 人 名                   

（個人の場合は法人名省略）                  

代 表 者 名                   

 

 

 

 

【貸切バス事業者用】 



 

 

別表１（乗合バス・タクシー事業者用） 

 

車両数一覧表（乗合バス・タクシー車両用） 

 

事 業 別 

保 有 し て い る 

本 社 又 は 営 業 所 

又は個人タクシー 

対 象 車 両 数 

□乗合バス 

□タクシー 

 

□本社  

□     営業所 

□個人タクシー 

 両 

□乗合バス 

□タクシー 

 

□本社  

□     営業所 

□個人タクシー 

 両 

□乗合バス 

□タクシー 

 

□本社  

□     営業所 

□個人タクシー 

 両 

□乗合バス 

□タクシー 

 

□本社  

□     営業所 

□個人タクシー 

 両 

□乗合バス 

□タクシー 

 

□本社  

□     営業所 

□個人タクシー 

 両 

□乗合バス 

□タクシー 

 

□本社  

□     営業所 

□個人タクシー 

 両 

□乗合バス 

□タクシー 

 

□本社  

□     営業所 

□個人タクシー 

 両 

□乗合バス 

□タクシー 

 

□本社  

□     営業所 

□個人タクシー 

 両 

 ※本社、各営業所それぞれでの車両数を計上してください。各行において、本社と営業所の 

台数を合算しないようご注意願います。 

 

合 計 

乗 合 バ ス 事 業 タ ク シ ー 事 業  

 両    両      

 ※様式第１号の「２ 申請対象車両数」の内容と相違がないようご注意願います。 

 



 

 

 

別表２（貸切バス事業者用） 

 

車両数一覧表（貸切バス車両のみ） 

 

保 有 し て い る 

本 社 又 は 営 業 所 
対 象 車 両 数 

□本社  

□     営業所 

 両 

□本社 

□     営業所 

 両 

□本社 

□     営業所 

 両 

□本社 

□     営業所 

 両 

□本社 

□     営業所 

 両 

□本社 

□     営業所 

 両 

□本社 

□     営業所 

 両 

□本社 

□     営業所 

 両 

 ※本社、各営業所それぞれでの車両数を計上してください。各行において、本社と営業所の 

台数を合算しないようご注意願います。 

 

合 計 

貸 切 バ ス 事 業 

 両     

※様式第２号の「２ 申請対象車両数」の内容と相違がないようご注意願います。 

 

 



 

 

様式第３号（第６条関係） 

 

新潟市タクシー事業者等緊急支援事業支援金交付（不交付）決定通知書 

兼支援金確定通知書 

 

    第    号 

令和  年  月  日 

  

様 

 

新潟市長  中原 八一   

 

 

 

記 

 

１ 支援事業の名称  

  新潟市タクシー事業者等緊急支援事業 
 

２ 交付決定額（不交付の理由）及び確定額 
 

              円 
 

（不交付の理由） 
 

 

 

 

※ 支援事業の実施状況により，支援金交付額が交付決定額より減額となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第４号（第７条関係） 

 

 

支援金交付決定取消通知書 

 

 

    第    号 

令和  年  月  日 

  

様 

 

新潟市長  中原 八一   

 

 

 令和  年  月  日付け   第   号で交付決定した新潟市タクシー事業者等緊急

支援事業支援金については，次のとおり交付決定の取消しをしましたので通知します。 
 

 
記 

 

 

１ 支援事業の名称 

新潟市タクシー事業者等緊急支援事業 
 

 
２ 交付決定額 

  金         円 
 
 
３ 交付決定取消額 

  金          円 
 

 

４ 取消理由 
   

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第５号（第８条関係） 

 

 

支援金返還命令書 

 

 

    第    号 

令和  年  月  日 

  

様 

 

新潟市長  中原 八一   

 

 

 令和  年  月  日付け   第   号で金額の確定した（交付決定を取り消した）

新潟市タクシー事業者等緊急支援事業支援金については，次のとおり返還を命ずる。 

 
 

記 

 

 

１ 返還額 

  金         円 

 
 
２ 返還期限 

  令和   年   月   日 
 

 

３ 返還理由 
   

 


